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『放課後等デイサービス自己点検及び評価シート』 

 

作 成 日：   令和 5年 5月 6日                 

事 業 所 名：   Ｌｉｎｋふかい         

 

 現在の取組内容・今後の改善目標（内容） 

１ 

環
境
・
体
制
整
備 

①支援内容にあった指導訓練

室・相談スペース等の確保 

1階は作業訓練を行う指導訓練室。2階は事務と相談室

を兼用しているが、余裕のあるスペースとはいえない。 

②職員の専門性・配置数 

あい・さかいサポートリーダ

ーの配置の有無 

保育士・児童指導員を 3名以上配置。「あい・さかい・

サポートリーダー養成研修」は常勤 4名中、２名修了。 

③送迎体制・添乗員の確保 車両 3台（軽自動車含む）に添乗員を各 1名配置。 

④合理的配慮の視点に基づく

環境整備 

1階の玄関とトイレ（可倒式手すり付）は車椅子が入れ

るバリアフリー対応。それ以外は階段の手すりのみ。 

⑤職員の健康診断の実施 年 2回（春・秋）と産業保健センターによる健康相談。 

２ 

業
務
改
善 

①アンケート等による利用

児・保護者のニーズの把握と

フィードバック 

「サービス評価表」以外に「卒業後の進路に関する意識

調査」と当方の療育内容である「作業訓練に対するニー

ズ把握」の独自アンケートを実施。   

②職員の支援技術の向上・虐

待防止等の研修 

（障害児通所支援事業者育成

事業利用の有無） 

年 4 回の内部研修、さかい障がい児放課後連絡会主催の

研修、「障がい者虐待防止・権利擁護研修」に参加。令和

４年度に引き続き「障害児通所支援事業者育成事業」を

利用している。 

③虐待防止等のための責任者

を設置 

 

責任者を置き、苦情解決体制を整備。内部・外部研修に

よって従業員に対する虐待への知識を深め、虐待防止の

啓発を行っている。 

④利用児、保護者からの苦情

や意見への対応及び事業運営

への反映 

 

事業所の窓口（苦情受付・解決責任者）を設置し、事案

が発生した場合は事実確認をし、関係者を含めた会議の

下で対応等を検討。報告と対応策を速やかに提示し、改

善と再発防止に努めている。 

３ 

適
切
な
支
援
の
提
供 

①児童発達支援管理責任者に

よる放課後等デイサービス計

画の作成（アセスメント・利

用児及び保護者の意向確認・

計画案の作成・会議開催・計

画の保護者への説明及び交

付） 

契約後に聴き取りを行い、フェイスシートを作成。アセ

スメントを軸に児発管の下で会議を設ける。ニーズの整

理と支援の方向を決める為に個別支援計画の素案を作

成。利用開始までに面談にて説明。提案に追加や変更が

なければ清書を交付。個別支援計画の内容（長・短期目

標）や児童に関する情報を非常勤スタッフも含め、全員

で把握できるようにしている。 

②モニタリングの実施、計画

の見直し 

利用開始月から半年後にモニタリングを実施。その際に

再アセスメント、次回の個別支援計画の見直しと再考を

会議で行う。このサイクルを毎回、半年毎に繰り返す。 
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③個別の課題に対応した活動

内容・プログラム 

作業訓練は日々の記録と定期的なアセスメントを実施。

訓練内容は作業所で行われる軽作業を想定。また就労を

見据えて面接や接客等含む社会スキルの訓練も準備。 

④ミーティング等の実施 毎朝 10分程度の職員ミーティングと定例会議以外に毎

週 1回は 30分から 1時間程度のブリーフィングを実

施。連絡事項は事務室の掲示版により情報を共有。 

⑤支援内容の記録 全スタッフによって毎回、活動の様子と「作業訓練記

録」を PCで入力。個々の記録データは紙媒体でも閲覧

できるようにしている。 

４ 

関
係
機
関
と
の
連
携 

①サービス担当者会議への参

加（障害児相談支援事業所と

の連携） 

基幹相談支援センター、計画相談事業所が開催するサー

ビス担当者会議に児発管が参加。日程的に出席が難しい

場合は詳細な様子を報告書で提出。不参加の場合は必ず

議事録にて情報共有に努める。 

②学校との連携 学校で開催される担当者会議では詳細な情報共有が行え

ている。教職員からの要望があれば事業所への見学に応

じ、担当児童の様子を見てもらう事もある。 

③他の放課後等デイサービス

事業所、障害福祉サービス事

業所等との連携 

サービス担当者会議や定期的な電話連絡による聴き取り

等で連携を図っている。卒業した児童の進路先である成

人の福祉サービス事業所へは引き継ぎを行い、当面のア

フターフォローとしての協力体制を取っている。 

④（特に医療的ケアを必要と

する利用児について）主治医

や協力医療機関等との連携・

連絡体制 

現状では医療的ケアを要する児童の利用はないので、主

たる医療機関や主治医との連携はない。法人内に看護師

が常駐。必要に応じて通院に同行し、診断・服薬内容に

関しては保護者の了承を得て情報提供を受ける場合があ

る。 

⑤学校を卒業する際の就労移

行支援（引継ぎ等）、就学前

施設との連携（情報共有・引

継ぎ等） 

進路先である福祉サービス事業所へ出向き、引き継ぎ

（主に作業能力面に特化した独自アセスメントシートの

説明）を行っている。当面は児童に関する情報共有、支

援内容の相談等に対応。毎年、進路先には協力・連携体

制を依頼している。 

⑥「あい・ふぁいる」の活用 当法人の「Linkにわしろ」が「あい・すてーしょん」

の指定実施機関なので、新規契約者や見学者に対して

「あい・ふぁいる」の活用方法を説明する等、啓発と配

布を行っている。 

 

①事業所で実施している支援

（支援内容、プログラムなど

を記載してください。） 

 

 

成人の福祉サービス事業所（主に就労 B型）への移行を

目的とした「作業訓練特化型」と就労（障がい者雇用

等）に向けた「就労準備型」を療育プログラムとして

様々な作業訓練を実施。個々の作業能力アセスメントを

作成し、進路先に情報提供している。 
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５ 

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等 

 

②運営規程、支援内容、利用

者負担の説明 

見学時に児童本人と保護者に事業所の設備や療育・支援

内容と活動の概要を説明している。契約の際は、重要事

項説明書・運営規定、利用者負担の説明をしている。 

③保護者からの相談への適切

な対応、必要な助言 

 

相談内容の逼迫・緊急性の有無も含め、状況によって対

応している。面談設定の他に連絡帳や電話等でも柔軟に

応じ、進路についての相談は可能な範囲で助言や情報提

供を行うようにしている。他の福祉サービスが必要を必

要とするケースに関しては相談支援事業所の紹介や介入

を勧める場合もある。 

 

  

④会報の発行等による活動内

容や行事予定等の定期的な発

信 

定期的に法人から会報新聞とホームページ（ブログ）で

日々の活動の様子やイベント情報等を掲載している。長

期休暇期間の行事予定等は書面やメール等で事前に伝え

るようにしている。 

⑤日々の支援内容、利用児の

様子、おやつ等の保護者への

報告 

 

日々の様子は連絡帳と送迎時に口答で報告。定期的に支

援記録を紙媒体で提示し、閲覧後は署名をしてもらう。

後日、支援記録のコピーを交付している。 

⑥おやつ代等実費徴収してい

る費用に係る領収書の発行、

精算報告 

毎回、提供するおやつ（菓子類）に掛かる金銭の徴収は

行っていない。活動に掛かる費用は朝に徴収し、当日中

に領収書の処理及び、清算報告を行っている。 

⑦身体拘束を行う場合の決定

手順、利用児・保護者への説

明、計画への記載 

 

本児を含め安全に配慮しつつ、必要と判断されるケース

に関しては同意書による決定手順、本児・保護者への説

明、個別支援計画及び行動支援計画等への記載と記録を

行うようにするが、現状では当該事例として未だ無い。 

⑧個人情報の適切な取扱い 契約時に「写真等の取り扱い」と「個人情報使用同意

書」に関して、詳細に内容を説明・確認したうえで署名

してもらう。管理や取り扱いに関しても留意している。 

６ 

非
常
時
の
対
応 

①緊急時対応マニュアル、防

犯マニュアル、感染症対応マ

ニュアル等の整備と職員、保

護者への周知 

昨年度から出社・退勤前に運転手へのアルコールチェッ

クを開始。感染症への対策はインフルエンザ等に加え、

「新型コロナウイルス」に罹患した場合も想定したマニ

ュアル・フローチャート等を作成している。 

②非常災害の計画策定、避

難・救出・その他必要な訓練

の実施 

年二回（春・秋）に地震・火災避難訓練を実施。加えて

災害時避難経路訓練を 1回行っている。現在は水害の危

険区域に該当していないが想定した避難計画と訓練の実

施が課題となっている。 
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③ヒヤリハット、事故の事案

を収集し再発防止等について

事業所内において共有 

定例会議でヒヤリハットの報告を行っている。都度、事

故再発防止の為に検証、対応策の検討を行っている。ス

タッフには報告書のファイリングした物を必ず閲覧。毎

回、閲覧後に確認のサインを義務としている。 

④サービス提供中の事故を防

ぐための取組等 

各児童の障がい特性の把握と支援方法の共通認識。送迎

時の事故に備えて、座席配置と添乗員の動き（マニュア

ル）に留意。外出活動はトラブルに備えて余裕のある人

数配備。随時、報連相が行えるように携帯端末所持。 

⑤感染症対策の実施 スッタフの就業前、児童の利用前（乗車前も含む）の検

温。来客者には来記帳に検温結果を記載。定期的な換気

と施設内の各箇所の消毒。毎週、スタッフ全員は PCR検

査を受診。感染者が出た時の対応フローチャートを用意

し、即時接触者への連絡と対応を行う。 

７ 

そ
の
他 

①地域との交流 以前、中区で自立支援協議会や地域福祉課が相談支援事

業所と放課後等デイサービスが集まり定期的な会合があ

ったが現在は行われておらず接点が無くなってしまっ

た。また地域の自治会や近隣の施設等との交流の機会が

全く無くなった（コロナの影響で祭り等が中止）。 

 


